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【用語説明】
：

：

：

：

：

： 標準財政規模（自治体の収入）に占める、全会計の実質収支（赤字）の割合

：

：

：

：

：

：

【算定式】 　　　（経常経費充当一般財源）

（経常一般財源総額）　＋　（減収補填債特例分）　＋　（臨時財政対策債）
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実 質 収 支 歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額

単 年 度 収 支 当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額

実 質 単 年 度 収 支

実 質 赤 字 比 率 標準財政規模（自治体の収入）に占める、一般会計等の実質収支（赤字）の割合

標 準 財 政 規 模 地方公共団体の一般財源の標準的な大きさを示す

【算定式】　標準財政規模　＝（標準税収入額）+（普通地方交付税額）+（地方譲与税）

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率 標準財政規模（自治体の収入）に占める、将来的に負担する可能性のある借金の割合

資 金 不 足 比 率 事業規模（会計の収入）に占める、資金不足の割合

早 期 健 全 化 基 準

（イエローカード）

財 政 再 生 基 準

（レッドカード）

経 常 収 支 比 率

単年度収支に、実質的な黒字要素（財政調整基金への積立金及び繰上償還額）を加

え、赤字要素（財政調整基金の取崩額）を差し引いた額

標準財政規模（自治体の収入）に占める、公債費（借金返済）の割合で、資金繰りの危
険度を示す。
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率３
カ年の平均値で表される。

財政状況はかなり悪化しているが自主的な努力により何とか財政の健全化が図られる

だろうという段階

財政状況はかなり悪く、国・県の強力な関与のもとで確実な財政再生を実行しなければ

ならない段階

義務的性格の経常経費に、経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見ること

により当該団体の財政構造の弾力性を判断するための指標



１　審査の概要

２　審査の期間

３　審査の結果

第１表 【財政健全化判断比率】

◆財政判断比率、資金不足比率

① 実質赤字比率

② 連結実質赤字比率

③ 実質公債費比率　【令和６年度　11.6％】（対前年度：△0.7％、５年度　12.3％）

【改善の要因】

令和６年度財政健全化判断比率等審査意見書

　令和７年７月１６日(水) ～　８月７日（木）

（１）総合意見

（単位：％）

〔対前年度 0.7ポイント 改善〕

〔対前年度 14.1ポイント 改善〕

（２）個別意見

　審査に付された、健全化比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成
されているものと認められる。

比率区分
令和６年度

健全化判断比率
早期健全化基準 財政再生基準

①実質赤字比率
―

※赤字無し 14.12 20.00 

②連結実質赤字比率
―

※赤字無し 19.12 30.00 

③実質公債費比率 11.6 25.00 35.00 

④将来負担比率 36.3 350.00 

⑤資金不足比率 資金不足はなく、数値なし。

　早期健全化基準（超過の場合、起債の許可制度への移行）及び財政再生基準（超過の場合、財政健

全化団体（起債制限）への移行）は、数値なし。また、基準を下回っている。

　○標準財政規模に対する普通会計（一般会計）の実質赤字額の割合
　　　・赤字はなく、数値なし。

　○標準財政規模に対する連結実質赤字額（普通会計、特別会計、公営企業会計）の割合
　　　・各会計において赤字はなく、数値なし。

　一般会計から公営企業会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰出
金の減額により減少したことが主な要因となり、実質公債費比率（単年度）は令和３年度と令和６年度の
比較で△1.89％改善したことから、3カ年平均については、11.6％（△0.7％）に改善した。

　この財政健全化審査は、琴浦町監査基準に準拠し、町長から提出された令和６年度琴浦町健全化判

断比率及びその算出の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として関

係職員の説明を聴取し、審査手続きを実施した。

　ついては、本事業の経営内容を把握するため、係数の分析を行い、経済性の発揮及び公共性の確保

を主眼として考察した。
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第２表【実質公債費比率の状況】

④将来負担比率　【令和６年度　36.3％】（対前年度：△14.1％、５年度　50.4％）

　【改善の要因】

⑤資金不足比率

（単位：％）

（単年度） 10.54 12.08 12.45 12.43 

令和５年度（３カ年平均） 12.3 

令和６年度（３カ年平均） 11.6 

（単位：千円）

元利償還金の額（繰上償還額等を除く） 1,377,505 1,363,587 1,403,484 

公営企業に要する経費の財源とする地方
債の償還に充てたと認められる繰入金 465,324 521,923 523,389 

一部事務組合等の起こした地方債に充て
たと認められる補助金又は負担金 38,554 50,287 41,306 

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの 0 1,236 10,120 

特定財源の額 38,014 40,533 46,805 

事業費補正により基準財政需要額に算入さ
れた公債費 391,159 389,470 391,521 

災害復旧費等に係る基準財政需要額 863,949 843,440 861,992 

基準財政需要額に算入された元利償還金及
び準元利償還金 5,400 6,955 8,426 

標準税収入額等 2,300,068 2,289,802 2,296,185 

普通交付税額 4,473,825 4,354,604 4,275,203 

臨時財政対策債発行可能額 15,024 31,746 69,148 

（３）是正改善を要する事項

　特に指摘すべき事項はない。

実質公債比率 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

令和６年度 令和５年度 令和４年度

　○一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率である。
　　　・今年度は、14.1ポイント改善された。

　○普通交付税の増額（＋119,221千円）及び臨時財政対策債発行可能額の減額（△16,722千円）によ
り標準財政規模が増加した。
　○地方債現在高の減少（△44,039千円）や、公営企業債等繰入見込額が減少（△588,515千円）する
など、将来負担額が減少した。
　○公営企業債等繰入見込額の減少が主な要因となり、将来負担比率は 36.3％（△14.1％）に改善し
た。

　○対象は、水道事業、下水道事業、船上山発電所管理の３会計。
  　　・いずれも資金不足はなく、数値なし。
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令和５年度財政健全化判断比率等審査意見書

（単位：千円）

【資料】　将来にわたる実質的な財政負担

【令和５年度普通会計決算（将来にわたる実質的な財政負担）】

住民一人当

岩 美 町 6,538,609 90,707 3,493,878 3,135,438 288

若 桜 町 4,245,048 31,776 2,045,262 2,231,562 807

智 頭 町 8,097,223 749,115 2,738,756 6,107,582 976

八 頭 町 13,097,325 376,071 6,746,790 6,726,606 427

三 朝 町 6,461,626 983,676 3,461,442 3,983,860 671

湯 梨 浜 町 12,650,468 259,902 5,891,513 7,018,857 430

琴 浦 町 9,517,295 505,770 3,464,808 6,558,257 406

北 栄 町 7,225,868 389,632 4,025,028 3,590,472 251

日 吉 津 村 2,930,760 38,931 1,084,117 1,885,574 521

大 山 町 7,921,592 1,298,778 6,065,185 3,155,185 210

南 部 町 5,904,834 723,925 3,108,314 3,520,445 343

伯 耆 町 4,058,716 220,498 4,596,541 △ 317,327 △ 31

日 南 町 7,677,275 315,546 6,135,571 1,857,250 465

日 野 町 3,649,893 449,425 3,605,206 494,112 180

江 府 町 4,607,366 663,840 1,754,935 3,516,271 1,395

　※出典：令和６年度鳥取県市町村要覧

　計算上（一昨年度データ）ではあるが、この表から将来にわたる実質的な財政負担について、年々減少傾向に

あるものの鳥取県下で琴浦町は高い方で、それだけ住民一人当たりの財政負担率も高いと言える。

町村名　　　　　　区分
地方債現在高

（Ａ）
債務負担行為　　　　　　　　

（B）
積立金現在高　　　　　　　　　

（C）

実質的な財政負担
（A）+（B）-（C）
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